
関
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
案
）
参
照
条
文
目
次

○

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
（
抄
）

１

○

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
（
抄
）
（
※
漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
九
十
五
号
）
に
よ
る
改

正
後
）

１

○

関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
（
抄
）

１

○

関
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
号
）
（
抄
）

１

○

漁
業
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
指
定
漁
業
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三
十
八
年
政
令
第
六
号
）

２

○

漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
八
年
農
林
省
令
第
五
号
）
（
抄
）
（
※
指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
二
年
農
林
省
令
第
四
十
八
号
）
に
よ
る
改
正
後
）

２
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◎

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
（
抄
）

（
指
定
漁
業
の
許
可
）

第
五
十
二
条

船
舶
に
よ
り
行
な
う
漁
業
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
指
定
漁
業
」
と
い
う
。
）
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
船
舶
ご
と
に
（
母
船

式
漁
業
（
製
造
設
備
、
冷
蔵
設
備
そ
の
他
の
処
理
設
備
を
有
す
る
母
船
及
び
こ
れ
と
一
体
と
な
つ
て
当
該
漁
業
に
従
事
す
る
独
航
船
そ
の
他
の
農
林
水
産
省

令
で
定
め
る
船
舶
（
以
下
「
独
航
船
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
行
な
う
指
定
漁
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
、
母
船
及
び
独
航
船
等
ご
と
に
そ

れ
ぞ
れ
）
、
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
省

略
）

◎

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
（
抄
）
（
※
漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
九
十
五
号
）
に
よ
る
改

正
後
）

（
農
林
水
産
大
臣
に
よ
る
漁
業
の
許
可
）

第
三
十
六
条

船
舶
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
つ
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
船
舶
ご
と
に
、
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
及
び
３

（
省

略
）

◎

関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
（
抄
）

（
船
用
品
又
は
機
用
品
の
積
込
み
等
）

第
二
十
三
条

外
国
か
ら
本
邦
に
到
着
し
た
外
国
貨
物
で
あ
る
船
用
品
又
は
機
用
品
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
税
関
長
に
申
告
し
、
そ
の
承
認
を

受
け
て
、
保
税
地
域
か
ら
本
邦
と
外
国
と
の
間
を
往
来
す
る
船
舶
（
こ
れ
に
準
ず
る
遠
洋
漁
業
船
そ
の
他
の
船
舶
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
）
又
は

航
空
機
に
積
み
込
む
場
合
に
限
り
、
外
国
貨
物
の
ま
ま
積
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
税
関
長
は
、
当
該
船
用
品
又
は
機
用
品
が
取
締

り
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
期
間
の
範
囲
内
で
税
関
長
が
指
定
す
る
期
間
内
に
積
み
込
ま
れ
る

船
用
品
又
は
機
用
品
の
積
込
み
に
つ
い
て
一
括
し
て
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
６

（
省

略
）

◎

関
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
号
）
（
抄
）

（
船
用
品
を
外
国
貨
物
の
ま
ま
積
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
遠
洋
漁
業
船
等
の
指
定
）
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第
二
十
一
条

法
第
二
十
三
条
第
一
項
（
外
国
貨
物
で
あ
る
船
用
品
又
は
機
用
品
の
積
込
み
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
船
舶
は
、
漁
業
法
第
五
十
二
条
第

一
項
の
指
定
漁
業
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三
十
八
年
政
令
第
六
号
）
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
母
船
式
捕
鯨
業
に
従
事
す
る
船
舶
の
う
ち
財
務
省
令
で
定
め

る
も
の
と
す
る
。

◎

漁
業
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
指
定
漁
業
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三
十
八
年
政
令
第
六
号
）

内
閣
は
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

１

漁
業
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
漁
業
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
六

（
省

略
）

七

母
船
式
捕
鯨
業

母
船
式
漁
業
（
製
造
設
備
、
冷
蔵
設
備
そ
の
他
の
処
理
設
備
を
有
す
る
母
船
及
び
こ
れ
と
一
体
と
な
つ
て
漁
業
に
従
事
す
る
漁
業
法

第
五
十
二
条
第
一
項
の
独
航
船
等
に
よ
り
行
う
漁
業
を
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
も
り
づ
つ
を
使
用
し
て
鯨
を
と
る
も
の

八
～
十
三

（
省

略
）

２

（
省

略
）

◎

漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
八
年
農
林
省
令
第
五
号
）
（
抄
）
（
※
指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
二
年
農
林
省
令
第
四
十
八
号
）
に
よ
る
改
正
後
）

（
大
臣
許
可
漁
業
の
種
類
）

第
二
条

漁
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
漁
業
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
八

（
省

略
）

九

母
船
式
捕
鯨
業

製
造
設
備
、
冷
蔵
設
備
そ
の
他
の
処
理
設
備
を
有
す
る
母
船
及
び
独
航
船
が
一
体
と
な
っ
て
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
、
も
り
づ
つ
を
使

用
し
て
鯨
を
と
る
も
の

十
～
十
七

（
省

略
）


